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※背景図面は、実際の境界や筆界、権利関係を示すものではありません。 

 

町道 

資料①－５ 

山林（北下がり） 

至 白丸市街地 

開発区域の四周は狭幅員の農道で

あり、復興公営住宅の車両出入口

は設定できません。 
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基盤整備工事により整備さ

れる宅地造成に対して二次

造成を行うことは可能であ

るが、都市計画法の開発行

為に該当しない範囲での造

成とすること 

敷地の南側からは、南側に

海の眺望が開ける。 

本業務の

整備範囲 

本業務の
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開発区域 
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    建築工事着手時の地盤高 +0.0 

復興公営住宅用地 

復興公営住宅用地 

+13.0 

+13.5 

＋14.0 

+13.5 

+12.5 

+13.0 

+12.5 

+13.5 

+12.0 

北側の戸建て住宅所有者が 

所有・利用する敷地（空地）。 

+12.5 


